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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　路面上を転動する車両のタイヤの有効グリップマージンを推定する方法であって、
　量Ｒslip　ca、即ち、前記路面上における前記タイヤのスリップ接触面積と全接触面積
の比を推定するステップを有し、
　前記量及び前記タイヤの形式と関連したあらかじめ確定されたデータから前記タイヤの
使用後グリップ潜在能力Ｐμ,used及び有効グリップマージンＰμ,availを信号処理ユニ
ットで求めるステップを有し、ここで、Ｐμ,avail＝１－Ｐμ,usedであり、
　前記タイヤの前記使用後グリップ潜在能力及び（又は）前記有効グリップマージンをメ
モリに記録するステップを有する、方法。
【請求項２】
　前記あらかじめ確定されたデータは、使用後グリップ潜在能力Ｐμ,usedの変化を求め
られた種々の転動条件について前記比Ｒslip　caの測定値の関数として表す実験チャート
の形態をしている、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記あらかじめ確定されたデータは、
　（Ｒslip　ca＋Ａ）B＋Ｃ＜１の場合、
　Ｐμ,used＝（Ｒslip　ca＋Ａ）B＋Ｃであり、
　その他の場合には、Ｐμ,used＝１
であるような分析公式Ｆの係数Ａ，Ｂ，Ｃの形態をしており、上式において、Ａ，Ｂ，Ｃ
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は、タイヤの形式で決まる定数である、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記量Ｒslip　caは、車輪と前記路面との間の速度差の測定値及び前記速度差を前記量
Ｒslip　caに関連づけるタイヤの動作モデルから推定される、請求項１～３のうちいずれ
か一に記載の方法。
【請求項５】
　前記タイヤが前記路面上を転動しているときに前記タイヤのトレッドパターンブロック
が局所的に受ける応力の特性量を各々測定する１つ又は２つ以上のセンサ（７）が前記ト
レッドパターンブロックに設けられている場合、前記量Ｒslip　caは、次のステップ、即
ち、
　前記タイヤが前記路面上を走行しているときに前記特性量を測定するステップ、
　実施した前記測定に対応した信号を発生させるステップ、
　前記信号から、前記路面上の前記タイヤの接触領域に入る１つ又は複数の前記センサ（
７）に関連した部分（Ｓ）を抽出し、前記接触領域の全長Ｌcaを求めるステップ、
　前記信号の前記抽出部分から前記トレッドパターンブロックの局所スリップの開始を特
徴づける情報を求めるステップ、
　前記トレッドパターンブロックの局所スリップ長さＬslip　caを求めるステップ、及び
　Ｒslip　ca＝Ｌslip　ca／Ｌcaであるように比Ｒslip　caを計算するステップによって
推定される、請求項１～３のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項６】
　前記測定された特性量は、前記路面の平面内において、前記タイヤの転動方向に沿う縦
応力ｓx及び（又は）前記タイヤの前記転動方向に対して横方向の横応力ｓyであり、前記
トレッドパターンブロック（６）の局所グリップμlocal又はμlocal,x若しくはμlocal,

yを表す、請求項５記載の方法。
【請求項７】
　前記測定された前記特性量は、前記トレッドパターンブロックの局所グリップμlocal

又はμlocal,x若しくはμlocal,yを表す応力の比であり、前記転動方向に関する前記縦応
力ｓx及び（又は）前記横応力ｓyの測定値と前記転動方向のＸ軸に垂直な応力ｓzの測定
値の比に一致している、請求項５又は６記載の方法。
【請求項８】
　前記信号の前記抽出部分（Ｓ）は、所与のセンサが前記接触領域に入っている時間（横
座標）の関数としての応力値（縦座標）を表し、或いは、前記接触領域に沿って存在する
数個の前記センサの存在場所の前記転動方向に一致した長手方向軸線に沿う長手方向位置
ｘ（横座標）の関数としての応力値（縦座標）を表す、請求項５～７のうちいずれか一に
記載の方法。
【請求項９】
　前記信号の前記抽出部分（Ｓ）の第１のパート（Ｓi）が、前記トレッドパターンブロ
ックが前記接触領域に入るやいなや前記抽出部分から除去され、前記トレッドパターンブ
ロックが前記接触領域から出たことが検出される直前に第２のパート（Ｓf）が前記抽出
部分から除去される、請求項５～８のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１０】
　前記除去されたパートの各々は、前記信号の前記抽出部分（Ｓ）の約７．５％に相当し
ている、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記局所スリップ開始情報は、前記信号の前記抽出部分（Ｓ）の一定レベル、即ち、例
えば、前記信号の前記抽出部分（Ｓ）を表す曲線のほぼ水平な平坦域を検出することによ
り求められる、請求項５～１０のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１２】
　前記局所スリップ開始点は、前記変数ｘについての前記局所グリップμlocalの第１の
導関数が前記接触領域に沿って記録されたｎ個の連続した測定点に関する値Ｓ１よりも小
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さい場合に求められ、
　ｘは、１つ及び（又は）複数の前記トレッドパターンブロック（６）の前記タイヤの前
記転動方向に一致した前記長手方向軸線に沿う長手方向位置を表し、
　Ｓ１及びｎは、前記タイヤと検討対象の前記測定ブロックの両方の定数関数である、請
求項５～１１のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１３】
　前記局所スリップ開始点は、前記変数ｘについての前記局所グリップμlocalの第２の
導関数の絶対値が値Ｓ２よりも大きい場合に求められ、
　ｘは、１つ及び（又は）複数の前記トレッドパターンブロック（６）の前記タイヤの前
記転動方向に一致した前記長手方向軸線に沿う長手方向位置を表し、
　Ｓ２は、前記タイヤと検討対象の前記測定ブロック（６）の両方及び用いられる前記セ
ンサ（７）の定数関数である、請求項５～１１のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１４】
　前記局所スリップ開始点は、この点を求める第１の基準に加えて、前記局所グリップμ

localが最大値μlocal,maxを通過したときに求められる、請求項１２又は１３記載の方法
。
【請求項１５】
　前記有効グリップマージンＰμ,availの推定値は、前記車両に搭載された種々のアクテ
ィブな安全装置に伝えられる、請求項１～１４のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１６】
　前記有効グリップマージンＰμ,availの推定値は、前記車両の運転手に伝えられる、請
求項１～１５のうちいずれか一に記載の方法。
【請求項１７】
　路面上を走行する車両のタイヤ（１）の有効グリップマージンを推定する装置であって
、
　タイヤを有し、前記タイヤの少なくとも１つのトレッドパターンブロック又は前記タイ
ヤの前記トレッドの測定ゾーンが、前記路面上を転動しているときの前記タイヤの前記ト
レッドパターンブロック又は前記トレッドの前記測定ゾーンが局所的に受ける応力を各々
測定する１つ又は２つ以上のセンサ（７）を備え、
　前記応力の測定値に対応した信号を送る手段を有し、
　前記送られた信号から、前記路面上を転動する前記タイヤの前記接触領域中への前記１
つ又は２つ以上のセンサの入り込みの回数又は持続時間に対応した信号部分を抽出するこ
とができる信号処理ユニットを有する、装置において、
　前記装置は、前記信号処理ユニット内に入れられていて、前記抽出された信号に基づい
て、請求項５～１６のうちいずれか一に記載の方法を実施するプログラムを有する、装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、路面上を転動するタイヤの有効グリップマージンを推定する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有効グリップマージンは、タイヤの潜在的能力の使用レベルを運転手に知らせ、運転手
にグリップ限度が近づいたことを警告するのに適した特性である。
【０００３】
　国際公開第０３／０６６３９９号パンフレットは、最大グリップ係数及び使用された潜
在能力の割合を求める方法であって、少なくともタイヤのサイドウォール内に円周方向に
沿って互いに異なる方位角をなして位置する空間上の複数の固定点（即ち、車両と関連し
た基準系内に固定された点）を選択するステップと、タイヤが道路上を転動しているとき
にこれら固定点のところの円周方向における距離の変化（伸び、又は縮み）の対応の数の
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測定値を得るステップと、測定信号を処理して最大グリップ係数及び使用された潜在能力
の割合を抽出するステップとを有する方法を開示している。
【０００４】
【特許文献１】国際公開第０３／０６６３９９号パンフレット
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　この方法により、転動中のタイヤに対して測定された距離変化からこれらの特性を求め
ることができる。しかしながら、この方法では、接触領域にスリップゾーンが存在するこ
とが必要である。
【０００６】
　したがって、本発明の一要旨は、路面上を転動しているタイヤの有効グリップマージン
を推定する別の方法にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この方法は、
　量Ｒslip　ca、即ち、路面上におけるタイヤのスリップ接触面積と全接触面積の比を推
定するステップを有し、
　量及びタイヤの形式と関連したあらかじめ確定されたデータからタイヤの使用後グリッ
プ潜在能力Ｐμ,used及び有効グリップマージンＰμ,availを信号処理ユニットで求める
ステップを有し、ここで、Ｐμ,avail＝１－Ｐμ,usedであり、
　タイヤの使用後グリップ潜在能力及び（又は）有効グリップマージンをメモリに記録す
るステップを有することを特徴とする。
【０００８】
　第１の実施態様によれば、あらかじめ確定されたデータは、使用後グリップ潜在能力Ｐ

μ,usedの変化を求められた種々の転動条件について比Ｒslip　caの測定値の関数として
表す実験チャートの形態をしている。
【０００９】
　第２の実施態様によれば、あらかじめ確定されたデータは、
　（Ｒslip　ca＋Ａ）B＋Ｃ＜１の場合、
　Ｐμ,used＝（Ｒslip　ca＋Ａ）B＋Ｃであり、
　その他の場合には、Ｐμ,used＝１
であるような分析公式Ｆの係数Ａ，Ｂ，Ｃの形態をしており、上式において、Ａ，Ｂ，Ｃ
は、タイヤの形式で決まる定数である。
【００１０】
　本発明の方法は、大域値Ｐμ,usedと比Ｒslip　caとの間に観察された緊密な関係に基
づいている。推定比Ｒslip　caが１０％になるやいなや又はこれを超えるやいなや、使用
されたグリップ潜在能力の推定値及び有効グリップマージンの推定値は、非常に満足の行
くものである。
【００１１】
　第１の実施形態では、量Ｒslip　caは、車輪と路面との間の速度差の測定値及び速度差
を量Ｒslip　caに関連づけるタイヤの動作モデルから推定されるのが良い。
【００１２】
　したがって、場合によってはあらかじめ実験的に較正（キャリブレート）されたタイヤ
モデルに基づいて、滑り接触面積の比（即ち、長さの比又は面積の比）を車輪の回転速度
に関する知識（例えば、ＡＢＳエンコーダからのデータ）及び車両の前進速度に関する知
識から推定することが可能である。
【００１３】
　第２の実施形態では、タイヤは、タイヤが路面上を転動しているときにタイヤのトレッ
ドパターンブロックが局所的に受ける応力の特性量を各々測定する１つ又は２つ以上のセ
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ンサを備えたトレッドパターンブロックを有する。この場合、量Ｒslip　caの推定方法は
、次のステップ、即ち、
　タイヤが路面上を走行しているときに特性量を測定するステップ、
　実施した測定に対応した信号を発生させるステップ、
　信号から、路面上のタイヤの接触領域に入る１つ又は複数のセンサに関連した部分を抽
出し、接触領域の全長Ｌcaを求めるステップ、
　信号の抽出部分からトレッドパターンブロックの局所スリップの開始を特徴づける情報
を求めるステップ、
　トレッドパターンブロックの局所スリップ長さＬslip　caを求めるステップ、及び
　Ｒslip　ca＝Ｌslip　ca／Ｌcaであるように比Ｒslip　caを計算するステップを有する
。
【００１４】
　測定された特性量は、路面の平面内において、タイヤの転動方向に沿う縦応力ｓx及び
（又は）タイヤの転動方向に対して横方向の横応力ｓyであるが良く、トレッドパターン
ブロック（６）の局所グリップμlocal又はμlocal,x若しくはμlocal,yを表す。
【００１５】
　測定された特性量は、トレッドパターンブロックの局所グリップμlocal又はμlocal,x

若しくはμlocal,yを表す応力の比であっても良く、転動方向に関する縦応力ｓx及び（又
は）横応力ｓyの測定値と転動方向のＸ軸に垂直な応力ｓzの測定値の比に一致する。
【００１６】
　本発明の要旨は又、路面上を走行する車両のタイヤの有効グリップマージンを推定する
装置であって、
　タイヤを有し、タイヤの少なくとも１つのトレッドパターンブロック又はタイヤのトレ
ッドの測定ゾーンが、路面上を転動しているときのタイヤのトレッドパターンブロック又
はトレッドの測定ゾーンが局所的に受ける応力を各々測定する１つ又は２つ以上のセンサ
を備え、
　応力の測定値に対応した信号を送る手段を有し、
　送られた信号から、路面上を転動するタイヤの接触領域中への１つ又は２つ以上のセン
サの入り込みの回数又は持続時間に対応した信号部分を抽出することができる信号処理ユ
ニットを有する、装置において、
　この装置は、信号処理ユニット内に入れられていて、抽出された信号に基づいて、本発
明の方法を実施するプログラムを有することを特徴とする装置にある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　本発明は、以下の説明を読むと共に本明細書に添付された図面を参照すると明確に理解
されよう。明細書及び図面は、単に例示目的で与えられており、本発明を何ら限定しない
。
【００１８】
　図１は、トレッド２を備えたタイヤ１を示している。トレッド２は、２つのショルダ３
及び中央部分４を有している。運動中のトレッド２は、路面５と接触する。この路面５は
、道路から成り、２本の軸線、即ち、軸線Ｘ及び軸線Ｙによって定められた平面によって
表されている。Ｘ軸は、タイヤの転動方向に沿う長手方向軸線であり、Ｙ軸は、タイヤの
転動方向に対して横方向の横方向軸線である。最後に、軸線Ｚは、道路の平面に垂直に定
められている。
【００１９】
　図２は、タイヤ１の部分軸方向断面（即ち、タイヤの回転軸線を通る断面）を示してい
る。センサ７を含むトレッドパターンブロック６が概略的に示されており、このトレッド
パターンブロックを要素６ともいう。以下の説明において、パターンブロック６は、単一
の明確に規定された要素を意味するだけでなく、相当大きな応力測定値がセンサ７によっ
て記録される局所ゾーンを意味するものと理解されたい。かくして、これら測定は、例え
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ば凹凸パターンを備えていない円滑なタイヤに関しても、この規定されたゾーンで同様に
実施できる。
【００２０】
　縦剪断応力ｓx、横剪断応力ｓy及び圧縮応力ｓzは、上述の３本の軸線Ｘ，Ｙ，Ｚに沿
ってパターンブロック６内のセンサ７を用いて測定される。これら全ての測定は、パター
ンブロック又は測定ゾーンのほぼ中央に設けられたセンサ７によって実施される。これら
測定値は、ブロック内の局所応力に相当している。
【００２１】
　接触領域に沿う道路と接触状態にある全てのブロック及びそれぞれの軸線Ｘ，Ｙ，Ｚの
各々に関するこれら局所応力の全てのそれぞれの和は、それぞれ、総縦応力、総横応力及
び総法線応力及び（又は）タイヤトレッドの中央に加えられた力を表している。
【００２２】
　本明細書は、特に欧州特許出願公開第１２７５９４９（Ａ１）号明細書に見受けられる
センサ７の測定手段及び測定方法を説明することを目的としているわけではない。用いら
れるセンサは、種々の技術に従って動作し、これらセンサは、圧電若しくはピエゾ抵抗計
器又はキャパシタであるのが良い。かくして、例えば、ホール効果センサをその磁気要素
と組み合わせるのが良く、組立体全体は、タイヤのゴム内に埋め込まれる。これらセンサ
に用いられる技術に関するそれ以上の詳細については、読者は、タイヤのトレッド内に用
いられた種々の応力センサに関する説明を与える米国特許第６，６６６，０７９（Ｂ）号
明細書をも参照されたい。
【００２３】
　これら局所応力を知ることにより、局所グリップμlocalは、これら局所応力から導き
出される。このグリップは、検出されると共に測定される応力の形式及び数に従って比較
的単純化された仕方で計算される。
【００２４】
　かくして、Ｘ軸に沿うタイヤの局所グリップは、μlocal,x＝√（ｓx

2／ｓz
2）によっ

て与えられ、Ｙ軸に沿う局所グリップは、μlocal,y＝√（ｓy
2／ｓz

2）によって与えら
れ、より完全を期すために、２本の軸線Ｘ，Ｙに沿うグリップは、μlocal＝√（（ｓx

2

＋ｓy
2）／ｓz

2）によって与えられる。
【００２５】
　圧縮応力と呼ばれる法線応力ｓzは、重要なこととして、センサ７を備えた要素６が路
面上の接触領域に入るとほぼすぐに生じ、そして、センサ７を備えた要素６が接触領域を
出るまで続く。この法線応力は、要素６が接触領域を通過している時間全体にわたりほぼ
一定である。というのは、この法線応力は、道路上のタイヤの接触圧力特性に非常に近似
的に相当するからである。
【００２６】
　かくして、単純化された仕方では、Ｘ軸に沿う測定値μlocalも又、簡単な絶対値ｓx（
μlocal,x＝｜ｓx｜）に等しいものとして得られ、同様に、Ｙ軸に沿うμlocalは、絶対
値ｓy（μlocal,y＝｜ｓy｜）、より一般的には、μlocal＝√（ｓx

2＋ｓy
2）に等しい。

【００２７】
　センサ７によって検出された局所応力に応じて、タイヤのトラクションを伝達するため
の力、即ち、制動及び加速のための力及び車両を案内し、タイヤのドリフトに関与する横
軸Ｙに沿う力に対応した縦応力を測定する。
【００２８】
　本明細書及び特許請求の範囲全体を通じ、「応力」という用語は、応力若しくは力又は
変位若しくは変形の実際の要素に対応するものと広義に理解されるべきである。力と変形
は、当業者には周知の関係にあって互いに関連づけられる。
【００２９】
　同じ考えの範囲内において、局所グリップμlocalが上述の方程式のうちの任意のどれ
に従って確定されるかということは重要ではない。
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【００３０】
　図３は、本発明の測定装置を示しており、この測定装置は、応力測定センサ７及びセン
サ７によって出力された信号を信号処理ユニット９に送る手段８を有している。処理モジ
ュール９は、好ましくは、車両内に配置される。変形例として、このモジュール９をタイ
ヤそれ自体の内部に配置しても良い。この変形例によれば、処理された信号を車両に搭載
された装置又は車両の運転手に伝える他の伝達手段が必要である。
【００３１】
　さらに、当業者であれば、信号をタイヤと車両との間で伝える種々の考えられる形態の
伝達手段を知っている。この目的で、読者は、特にアンテナがタイヤ内に埋め込まれた一
手段を示す欧州特許出願公開第１３５０６４０（Ａ）号明細書を参照されたい。このアン
テナは、実際のトレッド２の内部に位置決めされると共にケーブルによってセンサ７に接
続されている。
【００３２】
　これは、四分の一波長型又は電力－信号周波数変調若しくは振幅変調型の電界アンテナ
であるのが良い。また、この場合、一次アンテナをタイヤ内に配置された二次アンテナに
向けて車両に取り付けることにより、インダクタンス効果により、例えば車両のバッテリ
に接続された一次アンテナから二次アンテナに電力を送ってエネルギーを測定センサ７に
与えることが可能であるということを指摘することは、有意義である。センサ７と共にト
レッド２の予備成形インサート内に挿入されたマイクロバッテリも又、この機能を発揮す
ることができる。
【００３３】
　図３では、応力測定値に対応した信号は、アンテナ２０によって受信された後、手段８
を介して処理ユニット９に送られる。
【００３４】
　さらに、センサ７の動作は、好ましくは、測定値を符号化するＡＳＩＣ（特定用途向け
集積回路）型の電子測定回路によって制御され、測定値の全ては、伝送前に、分析される
べき信号を構成する。アンテナ２０は、データ、アドレス及び指令のための内部中継バス
２２を介して処理ユニット９のマイクロプロセッサ２１に接続されている。
【００３５】
　バス２２に接続された処理ユニット９は、プログラムメモリ２３を含む。このプログラ
ムメモリ２３に格納されたプログラムにより、種々のプログラムセクションに従って、全
体的な有効グリップ潜在能力Ｐμ,availが計算されるまで抽出された信号を処理すること
が可能である。処理ユニット９は、装置のための専用タイヤデータを受け取ってこれをメ
モリにストレージするようになったデータメモリ２８を更に含む。
【００３６】
　かくして、図４は、横応力と縦応力の両方を用いて求められたパターンブロックの局所
グリップμlocalを縦座標として示したプロットである。μlocalは、無次元の量であり、
したがって、単純な係数の形態で表され、加うるに、図４では、μlocalは、その変化だ
けが本出願人にとって重要なので明示的には与えられていない。横座標として、曲線は、
タイヤの１回転の間に取られた測定の数に従って検討され、この場合、１０２４個の測定
値が、タイヤの１回転に相当する丸１周の直線展開に沿って取られている。この全てに関
し、有意なセンサ測定値は、４８０という測定指数と約６００という測定指数との間で検
出される。かくして、これは、所与の点でかなり大きな応力を経験する周囲に沿って直線
状に展開された１０２４という約１００個のセンサの測定値に当たる。
【００３７】
　この曲線は又、一定の時間間隔で所与の周波数で取られたかなり大きな応力を経験する
同一のセンサを用いることによって得られる。かくして、これら測定中の車両の速度を知
ることにより、展開された接触領域の長さに沿うμlocalの変化は、同じ仕方で車速から
導き出される。
【００３８】
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　荷重が４００デカニュートン、膨張圧力が２バールの状態でミシュラン（Michelin）１
９５６５Ｒ１５ＸＨ１エナジー（Energy）のタイヤについて実験測定を行った。十字、円
及び正方形によりそれぞれ実線として示された４本の曲線８，９，１０，１１は、それぞ
れ、ゼロの制動トルク、５０ｄａＮ・ｍ（デカニュートン・メートル）での制動トルク、
８０ｄａＮ・ｍの制動トルク、最後に、１００ｄａＮ・ｍの制動トルクについて描かれて
いる。
【００３９】
　制動トルクがゼロである曲線８は、信号が測定点５００と測定点５９０のあたりとの間
で正しく検出された自由転動状態に相当している。この測定点５００の前に得られた信号
の形状は、重要ではない。というのは、この信号は、センサが接触領域に入った点又はＺ
軸に沿う法線応力に該当する分母がゼロ又は事実上ゼロの点に相当するからである。同様
に、測定点５９０の後に得られた不安定な信号又は信号測定値は、ほぼ測定点６００まで
接触領域を出たセンサに相当し、この測定点６００のあたり以後においては、信号は、そ
れほど大きくはない応力に相当している。ほぼ２つの測定点５９０，６００相互間におい
ては、得られた信号には、種々の物理的効果、特に、この場合も又ゼロの法線応力の通過
及び道路に当接保持されたパターンブロックの弾性膨張効果によって悪影響が及ぼされる
。かくして、有意な応力測定値に相当する代表的な接触領域は、測定点５００のあたりと
測定点５９０との間に位置することになり、即ち、それぞれ信号全体の５～１０％を表す
信号開始時（Ｓi）及び信号終了時（Ｓf）のところで各端において２つの部分が除去され
る有意な信号であろう。したがって、全体的に、接触領域は、約７０～７５の測定点でサ
ンプル採取されるということが考えられる。特に、分析されるのは、部分（Ｓi）と部分
（Ｓf）との間に位置する部分（Ｓ）によって表されたこの残りの信号である。
【００４０】
　曲線８の第１の部分は、測定指数５３５に相当する点Ｍ0の前に位置する。この部分で
は、接触領域中に位置するブロックは、前方に引かれ、タイヤは、自由に転動するが、路
面上ではゼロではないグリップを生じ、タイヤのハブにほぼ垂直なセンサの通過点は、受
けるグリップが事実上ゼロの点Ｍ0のところに位置する。測定点５３５と測定点５９０と
の間に位置する第２の部分は、タイヤが各測定点のところで、タイヤが転動する方向とは
逆の方向において後方に引かれた要素に相当する負の応力を局所的に生じる部分に相当す
る。しかしながら、点Ｍ0は、規定された接触領域の中央には位置せず、中心から僅かに
上流側に位置する。これは、測定場所に従って、接触領域の幅に対する力の分布の差によ
って説明される。
【００４１】
　曲線９上では、５０ｄａＮ・ｍの制動トルクが加えられると、得られる信号は、点Ｍ50

、即ち、用いられる局所グリップが最も小さな点の前に位置する第１の部分を有し、この
点Ｍ50のところでは、ブロック／センサは、曲線８の第１の部分に実質的に同一の剪断力
では事実上変形しない。しかしながら、この第１の部分は、急峻な下向きの勾配を有する
。タイヤは、接触領域の前においては正のトラクションを保持するが、これは、小さく且
つ前に向かって引き寄せられる。タイヤの転動軸線の方向におけるこの横領は、制動トル
クにより引き起こされる減速作用によって低い。センサがブロックの下方剪断点に入る点
は、早期に生じ、これは、測定指数５２５のあたりに位置する。
【００４２】
　曲線９の第２の部分も又、転動方向とは逆の方向に向けられた負の応力の絶対値を示し
、かかる負の応力は、局所パターンブロックを後方に、即ち、転動方向とは逆の方向に、
自由転動の場合よりも強く引く。点Ｍ50の後に位置する第２の部分は、非常に急峻な勾配
を有するが、この勾配は、センサが接触領域を出る点まで一様に増大する。この第２の部
分は、接触領域のブロック中の局所制動剪断に相当しており、この局所剪断は、ブロック
の漸進的変形の形態をしており、したがって、かかる漸進的変形は、制動トルクを道路と
接触状態にあるタイヤに伝える。曲線９のこの第２の部分の勾配は、これが一様に且つ漸
進的に起こり、ついには、センサが接触領域から出ることを示しており、飽和効果又はス
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リップ効果は検出されない。
【００４３】
　或る特定の強度よりも高い制動効果は、道路に対するタイヤの僅かな且つ少なくとも局
所的なスリップを含む場合がある。したがって、この局所制動スリップは、制動力につれ
てショルダまで増大する。ショルダは、追加の力を発生させることなく、少なくとも局所
的にタイヤ又はそのブロックのうちの１つ又は２つ以上が摺動するときに生じる。飽和は
、この制限局所制動力に相当している。
【００４４】
　８０ｄａＮ・ｍ及び１００ｄａＮ・ｍの制動トルクにそれぞれ相当する曲線１０，１１
では、これらの第１の部分は、上述の傾向に従ってシフトされ、点Ｍ80及びＭ100は、接
触領域に沿って早めに位置する。点Ｍ80及びＭ100の後に位置するこれらの第２の部分は
、漸増する正の勾配を有する。しかしながら、曲線１０の示すところによれば、測定指数
５６０のあたりでは、接触領域に沿って得られた測定値についてグリップμlocalの停滞
が見られる。
【００４５】
　この測定指数からブロックが接触領域を出る点まで、この測定値は、事実上一定であり
又は全く一定であり、曲線は、ブロックの変形が最大になると平坦域を示し、制動トルク
の増大によりこれに課された変化をもはや辿ることができない。したがって、局所グリッ
プが停滞するこの一定の部分１２は、ブロックの局所滑りを示唆している。
【００４６】
　同じことは、曲線１１上の測定指数５３０のあたりから始まって再び、ブロックが接触
領域を出る点に至る部分１３について当てはまる。この部分１３も又、ブロックの局所滑
りに相当している。
【００４７】
　かくして、曲線１０，１１のそれぞれのこれらの部分１２，１３の両方に関し、これら
平坦域の開始及び局所グリップの停滞が生じるやいなや、ブロックは、その単純な剛性に
よっては制動トルクの減速効果をもはや吸収することができない。単純化して言えば、ブ
ロックは、もはや変形だけでは道路と接触状態にはなく、その上、最大変形によりこの接
触ゾーンに沿って滑る。
【００４８】
　上述したように実施されると共にパラメータに従う実験測定の場合、この変形応力は、
局所滑りの持続時間全体にわたり最大且つ事実上一定のままである。しかしながら、道路
の舗装状況、特に、その凹凸に応じて、この滑りの間、ブロックは、局所滑り中、ブロッ
クが突然弛緩し、例えば、道路上の特定の凹凸によって自由になるという事実により振動
を受け、したがって、スリップの開始時における応力よりも小さな負の応力を生じる。こ
の場合、接触を再開したときに、ブロックは、再び、高い応力を受け、かくして、このよ
うなことの全ての結果として、飽和グリップμlocalの値の変動が生じる。
【００４９】
　当業者であれば、経験的に２つの連続した測定値の比較に基づいて信号に相当する曲線
上の平坦域をどのように検出するかを知っているが、これは、接触領域におけるブロック
の局所滑りの開始を検出する唯一の手段を構成するわけではない。
【００５０】
　本発明は、局所スリップ開始点を確実に検出する他の基準を提供する。かくして、局所
グリップの変化が比較的僅かである曲線の部分を検出する。
【００５１】
　事実、局所スリップ前に、パターンブロックは、加えられた応力の関数として許容され
る最大変形度に達すると考えられる。それ故、この点に達すると、局所グリップの曲線は
、非常に僅かに変化する。したがって、これは、幾つかの連続した測定点に関し、特に、
この同一の曲線の値の非常に僅かな変化の検出によって、測定される。この場合、接触領
域に沿う測定の記録に対応した変数ｘ（ｄμlocal／ｄｘ）についての一次導関数を計算
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する。したがって、局所スリップを検出するためには、連続した点の数に関してこの計算
の結果により、定数Ｓ１（（ｄμlocal／ｄｘ）＜Ｓ１）よりも小さな値が得られると十
分である。点のこの数は、接触領域上の測定点の数の１０％と等価な数にほぼ一致してい
る。与えられた例では、接触領域における信号から抽出された７５の測定点に関し、この
第１導関数は、７つの連続した測定点について計算される。定数Ｓ１は、例えばこれがタ
イヤの中央トレッド上に位置するかショルダ上に位置するかに応じて、タイヤだけでなく
問題の測定ブロックにも依存する定数に相当する。
【００５２】
　例示的に説明すると、図４に示す例では、これは、７つのサンプル採取箇所又は７つの
測定点について０．０２の係数、即ち、０．１４のμlocalの変化を表している。したが
って、この基準によれば、図４の曲線９を参照すると、この仕方では、滑り段階は検出さ
れない。というのは、局所グリップの変化は、上述の差よりも大きな差で生じるからであ
る。これとは対照的に、特に曲線１０，１１に関し、この第１の基準を用いて、ブロック
の局所滑りの開始を示す局所グリップの極めて小さい変化により、ほぼ測定指数５６０，
５３０からそれぞれの平坦域１２，１３を検出することができる。
【００５３】
　所与の数の測定点について局所グリップ値の僅かな変化をもはや求めず、このグリップ
の変化の勾配の急変を求めることから成る局所スリップの検出のための第２の基準も又確
定できる。
【００５４】
　したがって、この状況は、μlocalが上記において与えられた定数Ｓ１よりも大きな勾
配につれて変化する部分と、変化が非常に僅かな曲線の部分、主として、平坦域との間に
位置する曲線の部分に存在する。これら２つの部分が結び付くところでは、勾配は、比較
的突然変化する。したがって、勾配の小さい又は一定の平坦域の開始、及びその結果とし
ての局所滑りの開始に先立って曲線のこの部分を検出することが有利である。
【００５５】
　接触領域に沿う測定の読みに対応した変数ｘについての第２導関数の絶対値により、定
数Ｓ２（（ｄ2μlocal／ｄｘ2）＞Ｓ２）よりも大きい場合に、結果的に局所スリップ開
始点の決定を結果的にもたらす値を計算することが可能である。定数Ｓ２は又、タイヤ及
び測定が行われるブロックで決まるが、更に、測定を行うセンサの形式で決まる。実施さ
れた実験測定の場合、このパラメータＳ２は、約０．００７である。
【００５６】
　図５は、幾分異なる路面及び５０ｄａＮ・ｍ、７５ｄａＮ・ｍ、１００ｄａＮ・ｍ及び
１１５ｄａＮ・ｍの制動トルクをそれぞれ受ける曲線１４，１５，１６，１７に関し、図
４の曲線と実質的にほぼ同じ曲線を示している。
【００５７】
　曲線１５，１６，１７は、漸増する平坦域の外観を示している。これら曲線は又、この
平坦域に先立つピークの通過時における勾配の急変状態を示している。かくして、局所ス
リップ開始点の検出のための２つの第１の基準が立証される。
【００５８】
　実験的に示されたこととして、平坦域それ自体の上流側では、局所グリップは、特に点
１５ａ，１６ａ，１７ａにおいてピークの形態の最大値を通る。これらピークの最上部の
ところでは、局所スリップに相当する平坦域の前に、μlocalは、その最大値を取り、こ
の最大値は、パターンブロックの開始の滑りに該当している。しかしながら、この最大μ

local,maxは、例えば局所滑りが存在して検出されるが、最大μlocal,maxは見えない曲線
１０，１１の場合のようにブロックの局所滑りの前に自動的に存在するわけではない。し
たがって、当業者により容易に検出でき且つ識別できるこの局所最大値は、検出の頑健性
（ロバストネス）を向上させる目的で、上述した２つの基準のうちの一方又は両方に対す
る補完手段として用いられる追加的であるが重要ではない基準として使用できる。
【００５９】
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　上述の基準に従って検討される信号曲線は、タイヤと路面との接触の際の振動又は機械
的干渉に起因して生じる場合がある寄生振動を無くすために当業者に知られている多項式
平滑化プログラムを前もって受けるのが良い。これらの測定値から実験的に判明したこと
として、接触領域中のブロック６に関する局所滑りが観察された点から、この滑りは、こ
の同じブロックが接触領域から出るまで続く。
【００６０】
　図６は、一方において局所量、即ちスリップ接触面積百分率（Ｒslip　ca）と全体的な
量、即ち、使用後のグリップ潜在能力Ｐμ,usedを関連させる実験的に得られた１組の曲
線を示している。スリップ接触面積百分率は、装置３の１つ又は複数のセンサ７によって
得られた力の測定値から求められ、使用後のグリップ潜在能力は、車輪の中央のところの
力の測定値から求められる。これら曲線は、種々の実験条件下において得られる。
【００６１】
　使用後のグリップ潜在能力Ｐμ,usedは、測定時点におけるグリップμと第１の又は最
初の実験測定値をなす既知の最大グリップμmaxの比として計算される。実験的に測定さ
れ、計算において用いられる形式のグリップμは、かくして、その全体的な形態で上記に
おいて定められたグリップであり、Ｐμ,usedは、タイヤの全体的な量を明らかに表して
いる。
【００６２】
　１つ又は複数のセンサ７により出力される局所データの処理は、次のようなものであり
、即ち、処理は、接触領域の全長Ｌcaを求めることで始まる。これは、接触領域における
センサの数の直線展開に相当し又はセンサに関し、垂直軸Ｚに沿う応力に相当した応力信
号が測定され、かなり大きな応力に相当するしきい値よりも高い期間に相当する。
【００６３】
　次に、局所グリップμlocalの変化を接触領域中に存在する要素又はブロック６の長手
方向軸Ｘ上の位置の関数として表す曲線を生じさせ、そして、Ｘの関数としてμlocalの
曲線の飽和点を含む測定ブロック６の局所滑りの開始点を突き止め、これから、接触領域
における要素６のスリップ長さＬslip　caを導き出す。実際には、この量Ｌslip　caを求
めることは、接触領域中の局所グリップの一定の変化しない連続測定値から成る平坦域の
長さを測定することにより行われる。
【００６４】
　次に、これら２つの量Ｌca及びＬslip　caに基づいて、スリップ接触領域の長さＬslip

　caと接触領域の全長Ｌcaの比Ｒslip　caを計算する。この比Ｒslip　caは、スリップ接
触面積百分率を指示し、局所量を表している。
【００６５】
　かくして、図６の曲線３４，３５，３６，３７は、種々の転動条件下において、使用後
のグリップ潜在能力Ｐμ,usedの変化を比Ｒslip　caの関数として示している。したがっ
て、値が０～１にあるこの比は、０％～１００％の百分率の形態で表される。
【００６６】
　本発明によれば、全体的パラメータＰμ,usedと比Ｒslip　caとの間に得られる曲線に
ついて密な相関関係が観察される。それぞれ円、正方形、十字及び菱形で示された曲線３
４，３５，３６，３７は、それぞれ、乾燥した路面上の制動、濡れた路面上の制動、乾い
た地面上のドリフト及び濡れた路面上のドリフトに該当している。
【００６７】
　これら曲線の示すところによれば、最小３０％～最大約４５％の間に位置する使用後グ
リップ潜在能力Ｐμ,usedが、スリップ接触領域の発生前に予測されるべきである。この
発生は、比Ｒslip　caが１０％であるときにのみ、即ち、スリップ接触面積の１０％が生
じるときにのみはっきりと分かる。
【００６８】
　かくして、最も僅かな局所スリップ効果の前に、タイヤの有効グリップの３０％～４５
％を利用することができる。この結果は、制動作用を伴う各要素の変形に起因している。
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【００６９】
　使用後グリップ潜在能力Ｐμ,usedが最大であるとき、使用後のグリップは、スリップ
接触面積百分率がＸ軸上において８０％である場合に点Ｃのところで到達する最大グリッ
プに相当する。実際、この点を越えると、剥離が非常に迅速に起こり、タイヤのグリップ
は、減少し、車輪が加速を受けるか制動を受けるかに応じて、車輪の滑り又はロックが生
じる恐れがある。より一般的に言えば、この点を越えると、グリップの喪失の結果として
、車両の制御の喪失が生じる場合がある。
【００７０】
　実際、支援装置は、標準型タイヤに相当する１０％オーダの車両と車輪との間の速度差
の比に従って介入するよう設計されている。この場合、車輪に装着されたタイヤの形式に
応じて、この介入は、有効グリップ潜在能力の７５％～５０％を利用する点に相当する場
合があり、したがって、タイヤは、その性能の最大又はそれに近いレベルまで常に用いら
れるわけではない。
【００７１】
　本発明によれば、Ｐμ,usedとＲslip　caとの間に確立される関係により、タイヤにつ
いて測定されたＲslip　ca値から、使用後のグリップマージンの値又は１００％を補完す
る値、即ち、有効グリップマージンを導き出すことができる。加うるに、このようにして
集められた情報は、実際には、数ミリ秒にわたり道路と接触状態にあるタイヤの物理的な
量から直接得られる情報である。この情報は、約１０回の車輪回転にわたる調整後の解釈
、例えばＡＢＳ、ＡＳＲ又はＥＳＰ形式の装置に関する速度差が１秒の十分の一までであ
るかどうかに依存するわけではない。
【００７２】
　経験方程式は、次のように、即ち、
　（Ｒslip　ca＋Ａ）B＋Ｃ＜１の場合、
　Ｐμ(used)＝（Ｒslip　ca＋Ａ）B＋Ｃであり、
　その他の場合には、Ｐμ(used)＝１
であるように得られた実験曲線から導き出され、この場合、Ａ，Ｂ，Ｃは、タイヤの形式
で決まる定数である。ミシュランエナジー１９５／６５Ｒ１ＸＨ１タイヤで得られた図６
に示す曲線の場合、これら定数は、それぞれ、０．０４３５、０．５２２、０．０７９６
に等しく、タイヤの摩耗につれて非常に僅かに変化するに過ぎない。
【００７３】
　図７は、本発明の装置のプラグラムメモリ１３に組み込まれたデータ処理手順のステッ
プを概略的に示している。
【００７４】
　第１の処理ステップ１３０は、タイヤの接触領域中のセンサ７からの信号の抽出に対応
している。センサ７から受け取った信号のこの部分は、例えば代表的には上述したような
しきい値よりも高い実質的にゼロではない応力信号に相当している。
【００７５】
　したがって、この信号を２つの基準に従って抽出することができる。
【００７６】
　第１の基準は、センサが路面上の接触領域中に存在していることを結論付けることがで
きるようにするしきい値よりもかなり高い応力信号を指示したセンサの数を計数すること
から成る。
【００７７】
　第２の基準は、センサが相当大きな応力測定信号を出力する期間を測定することから成
り、したがって、この期間は、センサが接触領域を通過する期間に相当している。
【００７８】
　縦応力の場合の例を挙げると、絶対値が１ボルトの１／１０００よりも大きな応力測定
値に対応した全ての信号を求める。
【００７９】
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　これら２つの基準のうちの一方又は他方により、トレッドの周囲に沿って直線状に配備
されたセンサの数が既知なので、タイヤの速度の場合と同様に、ステップ１３１において
、接触領域の全長Ｌcaをそれぞれ第１の基準及び第２の基準について計算するのが良い。
この長さは、例えば、測定回数によって定量化できる。
【００８０】
　それとほぼ同時に、ステップ１３２において、スリップ接触領域の長さを、図６に示す
曲線を得るために上述したように、局所スリップ開始点を求めることによりリアルタイム
で決定する。この決定は、本質的には、所与のセンサに関する接触領域の局所スリップ開
始点及びかかる接触領域から出る点を考慮に入れることから成る。これら２つの点の相互
間において、スリップ接触領域の長さＬslip　caが得られる。次に、コンピュータプログ
ラム１３３は、ステップ１３２で得られた値をステップ１３１で得られた値で除算するこ
とによりスリップ接触面積比Ｒslip　caを決定する。
【００８１】
　処理装置９は、データメモリ２８を更に有している。このデータメモリ２８は、種々の
スリップ接触面積比Ｒslip　caの関数として且つ種々の動的転動条件に関して使用後グリ
ップ潜在能力Ｐμ,usedの相関表を含むのが良い。これら相関表は、上述の方法を用いて
タイヤの形式ごとに実験的に得られる。次に、ステップ１３４において、Ｒslip　caの値
に対応したＲμ,usedの値を補完法により求めるのが良い。
【００８２】
　より簡単に言えば、データメモリ２８は、上記において説明した結果に基づいて（図６
参照）前もって求められたタイヤの定数Ａ，Ｂ，Ｃのみを含むのが良い。この場合、使用
後グリップ潜在能力Ｐμ,usedの計算は、比Ｒslip　caの値に基づいてステップ１３５に
おいて非常に容易に実施される。
【００８３】
　検討中のタイヤで決まる定数Ａ，Ｂ，Ｃは、タイヤの形式が車両にいったん適用される
と、バス２２を介して選択できる。Ｐμ,availかＰμ,usedかのいずれかを用いることが
可能である。
【００８４】
　有効グリップマージンＰμ,availをいったん計算すると、これを実際の車両の内部に配
置されたディスプレイ１３９上にリンクバス２２を介して表示することができる。ディス
プレイ１３９は、例えば、容易に解釈可能なデータを迅速に表示するダイヤル上に位置す
る。この情報を考慮に入れ、結果的に速度を調節し、自分の運転形式を採用するのは、基
本的には運転手の義務である。有効グリップマージンＰμ,availは又、種々のアクティブ
な安全装置１４０、例えば車輪アンチロック（ＡＢＳ）装置、軌道修正（ＥＳＰ）装置及
びアンチスリップ（ＡＳＲ）装置に加えて、或いはそれだけで伝達されても良い。
【００８５】
　これら装置１４０は、種々の速度に応じて、道路上におけるタイヤの挙動を考慮に入れ
る。したがって、これら装置は、有効グリップマージンＰμ,availを考慮に入れる物理的
基準を備えることが有利である。したがって、これら装置は、タイヤの最大有効グリップ
に最も近い時点で介入を良好にキャリブレートするために実際のデータ及びＰμ,availの
直接的な推定値を有する。
【００８６】
　本発明は、図示すると共に上述した例に限定されることはなく、他方、特許請求の範囲
に記載にされた本発明の範囲から逸脱することなく、かかる例の種々の改造例を想到でき
る。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】道路上のタイヤの略図である。
【図２】タイヤのトレッド内に設けられたセンサの図である。
【図３】本発明の装置の図である。
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【図４】Ｙ軸上にプロットした自由に転動しているタイヤに関する接触領域に存在する測
定ブロックで行われた測定から導き出され、種々の制動トルクに関する局所グリップをＸ
軸上の接触領域の長手方向測定位置の関数として表した曲線のグラフ図である。
【図５】Ｙ軸上にプロットした自由に転動しているタイヤに関する接触領域に存在する測
定ブロックで行われた測定から導き出され、種々の制動トルクに関する局所グリップをＸ
軸上の接触領域の長手方向測定位置の関数として表した曲線のグラフ図である。
【図６】Ｙ軸上にプロットされた使用後のグリップ潜在能力をＸ軸上の接触面積における
スリップを表す比Ｒslip　caの関数として百分率として示した曲線のグラフ図である。
【図７】本発明の方法のステップの概略ブロック図である。
【符号の説明】
【００８８】
　１　タイヤ
　２　トレッド
　３　ショルダ
　４　中央部分
　５　路面
　６　パターンブロック
　７　センサ

【図１】

【図２】

【図３】
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